
平成３０年度 

労働生産性向上推進事業補助金 

募 集 要 項 

 

京都府中小企業団体中央会では、労働生産性の向上により、長時

間労働の削減や有給休暇の取得の促進等に取り組む中小企業等を

支援するため、京都府が創設した「労働生産性向上推進事業補助金」

の募集を開始します。 

 

 

 

 

京都府中小企業団体中央会 

京 都 府   

 

募集期間：平成３０年７月１０日(火)～８月２８日(火) 

 

  受付時間：上記期間の平日午前９時～正午、午後１時～午後５時 

  受付窓口：京都府中小企業団体中央会 企画調整課 

   住 所：〒615-0042 京都市右京区西院東中水町１７京都府中小企業会館４F） 

   電 話：０７５－３１４－７１３１  ＦＡＸ：０７５－３１４－７１３０ 

    

この要項や申請様式は、京都府中小企業団体中央会のホームページからダウンロードで

きます。 
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１ 補助対象者 

（１）補助対象者は、以下の①～③の要件をすべて満たす中小企業等です。 

     ① 京都府内に主たる事業所等を有する者であること。 

      ② 労働生産性の向上により、長時間労働の削減や有給休暇の取得の促進等に取り組 

                 む意欲のある 中小 企業等であること。 

         ③  中小企業応援隊又は公益財団法人京都産業２１のコーディネータの推薦を受けた  

                者であ ること。 

 

 

 

 

 

 

２ 補助対象事業及び補助率等 

（１）補助対象事業 

    ・労働生産性向上により、長時間労働の削減や有給休暇の取得の促進等に取り組む

                   事業 

  【事業例】 

      ・IoTツールの導入による生産設備の稼働率向上 

      ・ロボットの導入による付随的業務の効率化等 

      ・ドローンの活用による測量や施工管理等の効率化  

                

（２）補助率及び補助上限 

     ・補 助 率：２分の１以内  

     ・補助上限額：１００万円 

 

３ 補助対象経費（京都府内の事業所等において実施される取組が対象） 

 ・労働生産性向上に資する機器のリース、レンタル及び購入経費等 

 ＜中小企業等の範囲＞ 
 
 業種に応じて①または②を満たすもの、又はこれらを構成員とする団体又はこれら 
 に準じるもの 

①資本金の額又は出資の総額 ②常時使用する企業全体の労働者数

一般産業（下記以外）

小 売 業(飲食店含む） ５，０００万円以下 ５０人以下

３００人以下

１００人以下

卸 売 業 １億円以下 １００人以下

サービス業 ５，０００万円以下

３億円以下

業  種
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４ 補助対象期間 

    交付決定日から平成３０年１２月３１日（月）まで。 

   ※補助対象期間内に支払いまで完了した金額が、補助対象経費となりますので、ご  

        注 意ください。なお、リース及びレンタル等による支払いの場合、補助対象期間 

        内に支払われた額のみ補助対象経費となります。 

 

５ 交付の申請等 

（１）交付申請        

     以下の書類（各２部）を、平成３０年８月２８日（火）までに、中央会に簡易書

留で郵送（当日消印有効）により提出してください。 

・交付申請書（様式第１号） 

・推薦書（  〃   別紙） 

・購入等をする機器等の見積書及びパンフレット等 

・その他、審査に必要な取組（事業）の内容の詳細が分かる書類を添付してくだ 

      さい。 

 

（２）事前着手 

補助金の交付決定前に事業を実施した場合（契約の締結を含む。以下同じ。）は、補

助金の交付を受けることはできません。 

ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合（以

下「事前着手」という。）において、労働生産性向上推進事業事前着手届（別記様式第

２号）を中央会に提出し、その承認を得たときは、この限りではありません。 

また、事前着手の時期は、当該補助金の交付申請日の属する年度内、かつ、交付申

請日以降でなければなりません。 

 

６ 交付決定（補助事業の選考） 

        交付申請書類を受け付けた事業は、提出された交付申請書類をもとに審査をし、採択

      又は不 採択の通知をします。採択の場合のみ 交付決定を行い、不採択の場合は交付決  

      定 は 行 いません。 

        なお、補助金は予算額の範囲内で交 付されますので、申請額の全額が交付されると  

      は 限りません。 
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７ 実績報告手続、補助金の交付（精算払） 

（１）実績報告  

   事業完了の日から２０日以内に中央会の確認を得るとともに、成果目標の達成状況

         を含めて、確認の日から３０日以内又は 平成３１年１月３１日(木)のいずれか早 い  

         日までに、 以 下の書類（各１部）を提出してください。 

 提出書類 

 ・実績報告書（様式第５号） 

 ・様式第５号別紙（成果目標が達成できなかった場合、提出してください。） 

 ・取得財産管理台帳（様式第６号） 

 ・経費の支出を確認することができる資料（領収書、受領書等のコピー） 

 ・写真等、事業の実施・達成状況と効果がわかる資料 

 

（２）補助金の交付（精算払） 

    中央会は、実績報告があった場合、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行

          う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合

          すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に通知します。 

       交付額確定後、精算額を指定口座に振り込みます。 

 

８ 補助金の適正な執行について 

        法令、条例、規則等の違反や補助金の目的外使用があった場合は、是正措置や交付決

      定の取り消し、補助金返還をしていただくことになりますので、適正な執行をお願いし

      ます。 

        また、この補助金に係る予算の執行の適正を期するために、必要があるときは報告を

      求めたり、職員による現地検査を行うことがあります。 

 

９ 証拠書類の保管、財産処分等 

（１）領収書等の整理・保管について 

すべての支払いについて、領収書等支払いがわかる書類の原本の保管が必要です

（証拠書類については、事業終了後５年間保存してください）。 

 

（２）財産処分について 

      補助金を活用して購入した備品（５０万円以上のもの）等は、『減価償却資産の耐

用年数等に関する省令』（昭和 40年大蔵省令第 15号）に定める耐用年数、若しくは

補助事業の完了の翌年度から１０年間のいずれか短い期間、使用や保存が必要とな

ります。取得財産管理台帳の作成を行い、適切に管理してください。 
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10 その他（支出を確認するために提出いただく領収書等について） 

 ・納品書、領収書、請求書等のコピーは、必ず提出してください。コピーした際に、あ

て名、但し書き、日付、店名、代表者印等が隠れたり、切れたりしないように注意し

てください。 

 

 ・商品を購入された際の領収書等の但し書きは、「商品代」と記載するのではなく、購入

された商品が具体的に分かるような記載にしてください。 

 

11 成果の公表等 

  後日、補助金を活用された方々に、好事例の発信等を目的として、成果の公表に御協

    力 いただく場合があります。 


